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壱岐市農業委員会定例会（令和６年３月） 

議 事 録 

 

１．開催日時    令和６年３月２５日（月） 午前９時 

２．開催場所    壱岐市役所石田庁舎 ２階 第４会議室 

３．出席委員    ・・・・ 農業委員会長 外   農業委員 １７名 

４．欠席委員    ・・番・・委員 

５．事務局職員   事務局長 ・・・・ 事務局長補佐 ・・・・ 主事 ・・・・・ 

６．議事日程 

第１．議事録署名委員の指名 ・番 ・・委員  ・・番 ・・委員 

第２．議案第１２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第１３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第１４号 農地中間管理事業における農用地利用集積等促進計画 

      (出し手から農地中間管理機構)(案)の要請について 

    議案第１５号 農地中間管理事業における農用地利用集積等促進計画 

          (農地中間管理機構から受け手)(案)の要請について 

    議案第１６号 農地利用最適化推進委員の解嘱について 

    議案第１７号 農地利用最適化推進委員の解嘱について 

７．その他 

事務局  皆さんおはようございます。 

それでは、ご案内の時間前ではありますが、只今より令和６年３月の農業委員 

会の総会を開会致します。 

本日は、・・番・・委員さんから欠席の届け出がでております。 

本日の出席委員は１９名中１８名で過半数を超えておりますので、総会は成立 

を致しております。 

 それでは、総会日程２の「会長挨拶」を谷島会長にお願い致しまして、引き続 

    き議事の進行をお願い致します。 

会 長  【会長挨拶】 

議 長  それでは、これより議事に入ります。 

まず、議事日程第１の議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。「壱岐市 

    農業委員会会議規則第１８条第２項」に規定する議事録署名人ですが、議長より 

指名させていただいてよろしいでしょうか。【はいの声あり】それでは、本日の議 

事録署名人は、・番・・委員、１０番・・委員にお願いしたいと思います。よろ 

しくお願いします。なお、本日の会議書記には事務局、浦川主事を指名します。 

それでは、議事日程第２の議案第１号の「農地法第３条の規定による許可申請 

について」を議題といたします。事務局より議案の説明を求めます。 

事務局  はい、１頁をお願い致します。議案第１２号「農地法第３条の規定による許可 

    申請について」農地の所有権移転につき、次のとおり許可申請が提出されたので、 

審議のうえ決定の要がある。 

所有権移転の案件が１０件あがっております。受け手は、全て個人ですので、「農 
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地所有適格化法人要件」の適用はありません。 

また、農地を譲り渡すことを目的とするもので、信託の引受け、信託事業によ 

る取得ではないので、「信託要件」の適用もありません。 

それから、３件の贈与、５件の売買、２件の交換ですので、又貸し、「転貸禁止 

要件」にも当たりません。 

従いまして、「全部効率利用要件」、取得しようとする者が、農地全てを効率的 

    に耕作すると認められること、この判断は、農機具が揃っているか、労働力が確 

    保されているか、技術、農作業暦などで行ないます。 

「農作業常時従事要件」、取得側が年間１５０日以上従事していること。 

「地域との調和要件」、農地の取得によって地域の農業形態に支障が出ないかと、 

いうような３つの内容を審議して頂くことになります。 

１３番 土地の所在 

 郷ノ浦町大浦触 字浜田 ・・・番   地目 田  面積  ９３８㎡ 

 同じく     字軍
いくさ

越
ごい

 ・・・番・  地目  田  面積 １１５９㎡ 

 同じく         ・・・番・ 地目 田  面積  １９４㎡ 

 同じく         ・・・番・ 地目 田  面積  １４９㎡ 

 同じく         ・・・番・ 地目 田  面積  ９６２㎡ 

同じく         ・・・番  地目 田  面積  ８８６㎡ 

 同じく     字御津 ・・・番・ 地目 田  面積  ５４８㎡ 

 同じく         ・・・番・ 地目 田  面積  ２３２㎡ 

 同じく         ・・・番  地目 田  面積  ３２５㎡ 

 同じく         ・・・番・ 地目 畑  面積  ７４４㎡  

 同じく     字札ノ元・・・番・ 地目 畑  面積  １６８㎡ 

 同じく         ・・・番・ 地目 畑  面積  ３８２㎡ 

同じく         ・・・番・ 地目 畑  面積  １７６㎡ 

同じく         ・・・番・ 地目 畑  面積 １０６２㎡ 

同じく         ・・・番・ 地目 畑  面積  ７７１㎡ 

同じく         ・・・番・ 地目 畑  面積  ９０７㎡ 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は、田が７６８０㎡、畑が４８１６㎡、計１２４９６㎡です。 

申請理由 

譲渡人 後継者に生前贈与する。 

譲受人 譲り受けて耕作に従事する、ということです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は水稲、飼料、野菜の作付けで 

す。 

農機具は、バックホー、トラクター、タイヤショベル、田植え機、稲刈機を所 

有されてあります。 
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農作業歴は本人が５０年です。 

通作距離については、近いところで１０ｍです。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、米、飼料、野菜の作付けでありますので、周辺

への影響はないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

    ていると考えます。３月１９日に・・委員さんと譲受人の立会いの下、現地確認 

を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。担当の・・です。事務局の説明の通り、３月１９ 

日に現地確認を致しました。お父さんの農地全てを子供さんへの贈与であります 

ので、何ら問題はないかと思います。皆さん方のご審議をどうぞよろしくお願い 

致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１２号１３番は決定します。 

続きまして、１４番の説明を求めます。 

事務局  １頁をお願いします。 

１４番 土地の所在 

 芦辺町深江栄触 字清水 ・・・番  地目 畑  面積  １１９１㎡ 

 譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は、０㎡です。 

申請理由 

譲渡人 島外在住のため、管理ができないので譲受人へ売却する。 

譲受人 譲渡人の要望により買い受けて耕作に従事する、ということです。 

権利の設定内容は、売買です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は野菜の作付けです。 

農機具は、刈払機を所有されてあります。 

農作業歴は本人が３年です。 

通作距離については、自宅の前ですので５ｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、野菜の作付けでありますので、周辺への影響は 

ないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

    ていると考えます。３月１９日に・・委員さんと譲受人の義父立会いの下、現地 

確認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 
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議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。担当の・・です。 

事務局の説明の通り、３月１９日に現地確認を致しました。 

昨年４月１日からの５０ａ以上の下限面積要件も撤廃されたことにより、農地 
を取得し野菜を作付けされるそうです。何ら問題はないかと思います。皆さん方 

のご審議をよろしくお願い致します。 
議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの 

    声あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１２号１４番は決定しま 

す。続きまして、１５番の説明を求めます。 

事務局  ２頁をお願いします。 

１５番 土地の所在 

 芦辺町諸吉東触 字横田   ・・番・  地目 畑  面積 １１２１㎡ 

 芦辺町諸吉東触 字我郎
が ろ う

   ・・番・ 地目 畑  面積  ２１１㎡ 

 同じく          ・・・番・ 地目 田  面積 １６６８㎡ 

 芦辺町諸吉東触 字前横田・・・・番  地目 田  面積 １１３０㎡ 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は、田２７９８㎡、畑１３３２㎡、計４１３０㎡です。 

申請理由 

譲渡人 後継者に生前贈与する。 

譲受人 受贈し耕作に従事する、ということです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は水稲、飼料の作付けです。 

農機具は、耕運機、軽トラックを所有し、田植え機、コンバイン、稲刈機をリ 

ースされてあります。 

農作業歴は本人が３年、父が５０年、母が４０年です。臨時雇用を３人雇って 

    おります。 

通作距離については、５ｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、野菜の作付けでありますので、周辺への影響は 

ないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

    ていると考えます。３月１９日に馬場委員さんと譲受人の立会いの下、現地確認 

を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 
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議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。担当の・・です。 

事務局の説明の通り、３月１９日に現地確認を致しました。 

お父さんの農地全てをお子さんへの贈与でありますので、何ら問題はないかと 

    思います。皆さん方のご審議をよろしくお願い致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１２号１５番は決定します。 

  続きまして、１６番の説明を求めます。 

事務局  ２頁をお願いします。 

１６番 土地の所在 

 芦辺町諸吉東触 字藤田 ・・・番・  地目 畑  面積  ８９㎡ 

 芦辺町諸吉東触 字藤田 ・・・番・  地目 畑  面積 ２４０㎡ 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は、田６３６３㎡、３０３８㎡、計９４０１㎡です。 

申請理由 

譲渡人 譲受人の要望により売却する。 

譲受人 買い受けて耕作する、ということです。 

権利の設定内容は、売買です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は水稲、野菜の作付けです。 

農機具は、トラクター、軽トラックを所有されてあります。 

農作業歴は本人が０年です。 

通作距離については、１ｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、野菜の作付けでありますので、周辺への影響は 

ないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

    ていると考えます。３月１９日に・・委員さんと譲受人の立会いの下、現地確認 

を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 担当の・・です。事務局の説明の通り、３月１９日に現地確認を致しました。 

本件は、５条により取得した農地の隣地に、昨年４月１日からの５０ａ以上の 

下限面積要件も撤廃されたことを受け、農地を取得し野菜を作付けするそうです。 

何ら問題はないかと思います。皆さん方のご審議をよろしくお願い致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１２号１６番は決定します。 

  続きまして、１７番の説明を求めます。 
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事務局  ３頁をお願いします。 

１７番 土地の所在 

 芦辺町諸吉大石触 字高田  ・・番  地目 田  面積  ６４０㎡ 

 同じく           ・・番  地目 田  面積  ３３３㎡ 

 同じく           ・・番  地目 田  面積  ６４９㎡ 

 同じく           ・・番・ 地目 田  面積  ９３７㎡ 

 同じく      字濱
はま

松崎
まつざき

 ・・・番・・ 地目 田 面積 ６０８㎡ 

芦辺町中野郷仲触 字郷谷  ・・番・・ 地目 田 面積  ９５３㎡ 

同じく           ・・番・・ 地目 田 面積 １０８５㎡ 

同じく中野郷西触 字神田  ・・・番・ 地目 田 面積 １５７１㎡ 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は、田７７６２㎡、畑３５３５㎡、計１１２９７㎡です。 

申請理由 

譲渡人 後継者に生前贈与する。 

譲受人 受贈し耕作に従事する、ということです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は水稲、飼料の作付けです。 

農機具は、トラクター、バインダー、ハーベスタ、軽トラック、モーアを所有 

されてあります。 

農作業歴は本人が２０年、父が５０年です。 

通作距離については、１０ｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、野菜の作付けでありますので、周辺への影響は 

ないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

    ていると考えます。３月２１日に・・委員さんと譲受人の立会いの下、現地確認 

を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 担当の・・です。事務局の説明の通り、３月２１日に現地確認を致しました。 

お父さんの農地全てを子供さんへの贈与でありますので、何ら問題はないかと 

思います。皆さん方のご審議をよろしくお願い致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１２号１７番は決定します。 

  続きまして、１８番の説明を求めます。 

事務局  ３頁をお願いします。 
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１８番 土地の所在 

 芦辺町中野郷仲触 字當
とう

田
だ

   ・番・・ 地目 田 面積  ２４３１㎡ 

 譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は、田が３２４２０㎡です。 

申請理由 

譲渡人 高齢で耕作できないので売却する。 

譲受人 買受けて耕作に従事する、ということです。 

権利の設定内容は、売買です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は水稲作付けです。 

農機具は、田植機、コンバイン、トラクター、軽トラックを所有されてありま 

す。 

農作業歴は本人が１９年、妻１９年、二男１２年、二男の妻が１２年です。 

通作距離については、３ｋｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、水稲の作付けでありますので、周辺への影響は 

ないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

    ていると考えます。３月１９日に・・委員さんと譲受人の立会いの下、現地確認 

を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。担当の・・です。 

只今の事務局の説明の通り、３月１９日に現地確認を致しました。 

譲渡人の・・さんが、高齢により管理できなくなったため、譲受人の・・さん 

が、買い受けて引き続き耕作していくとの事でありました。 

何ら問題はないかと思います。皆さん方のご審議をよろしくお願い致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１２号１８番は決定します。 

  続きまして、１９番の説明を求めます。 

事務局  ４頁をお願いします。 

１９番 土地の所在 

 芦辺町住吉山信触 字神坂  ・・・番・ 地目 田 面積   ２７５㎡ 

 同じく           ・・・番  地目 田 面積  １０１２㎡ 

 同じく           ・・・番  地目 田 面積  １８１５㎡ 

 同じく           ・・・番  地目 田 面積   ３９０㎡ 

 同じく           ・・・番  地目 田 面積   １６１㎡ 
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 同じく      字山信  ・・・番・ 地目 田 面積   ６２１㎡ 

 同じく      字田川  ・・・番  地目 田 面積  ２３０４㎡ 

 同じく      字長崎  ・・・番・ 地目 田 面積  １７８０㎡ 

 同じく           ・・・番・ 地目 田 面積   ５８７㎡ 

 同じく           ・・・番・ 地目 田 面積  １４８３㎡ 

 同じく           ・・・番・ 地目 田 面積  １１４０㎡ 

 同じく      字久保  ・・・番・ 地目 田 面積   ４５６㎡ 

 同じく      字西   ・・・番・ 地目 田 面積   １７５㎡ 

 同じく           ・・・番・ 地目 田 面積   ５７７㎡ 

 同じく           ・・・番・ 地目 田 面積  １８３３㎡ 

 同じく           ・・・番  地目 田 面積  １２７４㎡ 

 同じく      字平田 ・・・・番・ 地目 田 面積   ７０３㎡ 

 同じく          ・・・・番・ 地目 畑 面積   ４８４㎡ 

 同じく          ・・・・番・ 地目 田 面積  １１７８㎡ 

 同じく          ・・・・番  地目 田 面積   ４７８㎡ 

 同じく          ・・・・番  地目 田 面積  １２２４㎡ 

 同じく          ・・・・番・ 地目 田 面積   ８７９㎡ 

 同じく          ・・・・番・ 地目 田 面積   １９７㎡ 

 同じく          ・・・・番  地目 田 面積  １１３２㎡ 

 同じく          ・・・・番・ 地目 田 面積   ７５５㎡ 

 同じく          ・・・・番  地目 田 面積   ５８２㎡ 

 同じく          ・・・・番  地目 田 面積   ５９６㎡ 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は、田が２３７０５㎡、畑が１６４０５㎡、計４０１１０㎡です。 

申請理由 

譲渡人 島外在住で管理できないため、譲受人に売却する。 

譲受人 譲渡人の要望により、買い受けて耕作に従事する、ということです。 

権利の設定内容は、売買です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は水稲、飼料、麦の作付けです。 

農機具は、トラクター、コンバイン、手引きモア、バインダーを所有されてあ 

ります。 

農作業歴は本人が１２年、臨時雇用が年間６０日以上が３０年以上３人です。 

通作距離については、５００ｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、水稲・飼料・麦の作付けでありますので、周辺 

への影響はないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

    ていると考えます。３月１８日に・・委員さんと譲受人の立会いの下、現地確認 
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を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 担当の・・です。事務局の説明の通り、３月１８日に現地確認を致しました。 

譲渡人は島外在住であり、今回申請した農地については、・・さんが買い受け 

て耕作するということでした。皆さん方のご審議をよろしくお願い致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１２号１９番は決定します。 

  続きまして、２０番の説明を求めます。 

事務局  ５頁をお願いします。 

２０番 土地の所在 

 芦辺町国分当田触 字藤田   ・番・・ 地目 田 面積  １８０㎡ 

 譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は、田が７３２６㎡、畑が９８８㎡、計８３１４㎡です。 

申請理由 

譲渡人・譲受人 双方の要望により交換する、ということです。 

権利の設定内容は、交換です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は水稲、野菜の作付けです。 

農機具は、トラクター、軽トラ、田植機を所有されてあります。 

農作業歴は本人が５０年、妻５０年です。 

通作距離については、８００ｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、水稲の作付けでありますので、周辺への影響は 

ないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

    ていると考えます。３月１９日に・・委員さんと譲受人の立会いの下、現地確認 

を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。担当の・・です。 

事務局の説明の通り、３月１９日に現地確認を致しました。 

譲受人及び譲渡人がそれぞれ耕作している農地一枚の中に相手方名義の農地が 

ありますので、交換するものです。お互い了承済みでありますので何ら問題はな 

いかと思います。皆さん方のご審議をよろしくお願い致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１２号２０番は決定します。 
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   続きまして、２１番の説明を求めます。 

事務局  はい、５頁をお願いします。 

２１番 土地の所在 

 芦辺町箱崎中山触 字卯月
う ず き

田
だ

  ・・・・番・ 地目 田 面積  ２５０㎡ 

 譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は、田が７３３０㎡、畑が９３６５㎡、計１６６９５㎡です。 

申請理由 

譲渡人・譲受人 双方の要望により交換する。 

権利の設定内容は、交換です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は水稲、野菜の作付けです。 

農機具は、トラクター、ハーベスタ、バインダー、軽トラックを所有されてあ 

ります。 

農作業歴は本人が６０年、子供が３０年です。 

通作距離については、１．５ｋｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、水稲の作付けでありますので、周辺への影響は 

ないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

    ていると考えます。３月１９日に・・委員さんと譲受人との立会いの下、現地確 

認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。担当の・・です。 

先ほども申し上げましたが、お互い了承済の交換ですので何ら問題はないかと 

思います。皆さん方のご審議をよろしくお願い致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１２号２１番は決定します。 

  続きまして、２２番の説明を求めます。 

事務局  はい、６頁をお願いします。 

２２番 土地の所在 

 芦辺町箱崎中山触 字干拓  ・・・・番 地目 田 面積  ２０６８㎡ 

 譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

経営地面積は、田が３００７８㎡、畑が１７８７９㎡、計４７９５７㎡です。 

申請理由 

譲渡人 譲受人の要望により売却する。 
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譲受人 買い受けて耕作に従事する、ということです。 

権利の設定内容は、売買です。 

「全部効率利用要件」でありますが、経営状況は水稲、野菜、飼料の作付けで 

す。 

農機具は、トラクター、コンバイン、軽トラック、田植機を所有されてありま 

す。 

農作業歴は本人が２０年です。 

通作距離については、１ｋｍ程です。 

これらの状況から、全体的な有効利用、効率的利用は問題ないと判断されます。 

「農作業常時従事要件」は、年間通じての従事が見込まれます。 

「地域との調和要件」ですが、ＷＣＳや飼料の作付けでありますので、周辺へ 

    の影響はないと判断されます。 

よって農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たし 

    ていると考えます。３月１９日に・・委員さんと譲受人との立会いの下、現地確 

認を行っております。以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 皆さんおはようございます。担当の・・です。 

事務局の説明の通り、３月１９日に現地確認を致しました。 

譲受人の・・さんは、買い受けた後、ＷＣＳやイタリアンを耕作するそうです。 

何ら問題はないかと思います。皆さん方のご審議をよろしくお願い致します。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１２号２２番は決定します。 

続きまして、議案第１３号「農地法第５条の規定による認可申請について」を 

    議題といたします。事務局の説明を求めます。 

事務局  はい、７頁をお願いします。 

議案第１３号「農地法第５条の規定による認可申請について」農地転用につき、 

次のとおり許可申請が提出されたので、審議のうえ意見を付して進達の要がある。 

５番 土地の所在 

郷ノ浦町志原南触 字前妻
め ず ま

 ・・・・番・ 地目 畑 面積 ５８３㎡ 

転用目的 一般住宅用地 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

申請理由 現在、借家に住んでいますが、子供の成長に伴い、手狭になってき 

たため、申請地を買い受けて自己の居宅を建築したいので申請します、というも 

のです。農用地区域除外は、県の同意を得て令和５年１２月１４日に完了してお 

ります。 

農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い第２種 
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農地と判断しております。 

 権利の設定内容は、売買です。 

位置図、写真、配置図は ９頁から１１頁です。令和５年８月２５日の農振 

    地域除外外時に・・委員さんと申請人の立会いの下、現地確認を行っております。 

    以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・番 ・・委員。 

・・委員 担当の・・です。 

事務局の説明の通り、昨年の８月の定例の時に農振除外について、ご承認いた 

だいた案件です。昨日・・さんに確認したところ、転用許可が下り次第、計画通 

り着工したいということでありました。周辺農地には、影響はないと思いますの 

で皆様方のご審議をよろしくお願いします。以上です。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１３号５番は決定します。 

続きまして、６番の説明を求めます。 

事務局  はい、７頁をお願いします。 

６番 土地の所在 

芦辺町中野郷東触 字赤岸 ・・・番・ 地目 畑 面積 ４４５㎡ 

転用目的 一般個人住宅 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

申請理由 現在、借家に住んでいますが、兄所有の農地を譲り受けて自己の居 

宅を建設したいので申請します、というものです。 

 権利の設定内容は、贈与です。 

農用地区域除外は、県の同意を得て令和６年２月１４日に完了しております。 

農地の分類は、１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内にある第１種農地で 

ありますが、例外規定では居住者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に 

接続して設置されるもの(住宅、店舗、事務所、作業場等)となっております。こ 

の案件は、重村さんが住宅用地として利用したいということでありますので、例 

外規定に該当すると判断しております。 

位置図、写真、配置図は１２頁から１４頁です。令和５年１０月２５日の農振 

    地域除外外時に・・委員さんと申請人の立会いの下、現地確認を行っております。 

    以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議 長  はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 担当の・・です。 

事務局の説明の通り、昨年の１０月の定例の時に農振除外について、ご承認い 

ただいた案件です。 
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本人に確認したところ、転用許可が下り次第、計画通り着工したいということ 

でありました。周辺農地には、影響はないと思いますので皆様方のご審議をよろ 

しくお願いします。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１３号６番は決定します。 

続きまして、７番の説明を求めます。 

事務局  はい、８頁をお願いします。 

７番 土地の所在 

芦辺町箱崎谷江触 字飛石 ・・番・ 地目 畑 面積７８０㎡ 

転用目的 一般個人住宅 

譲渡人 ・・・・・・・・・・ 

譲受人 ・・・・・・・・・・ 

申請理由 現在、借家に住んでいますが、子供の成長伴い手狭になってきたた 

め申請地を譲り受けて自己の居宅を建築したい申請します、というものです。 

権利の設定内容は、贈与です。 

農用地区域除外は、県の同意を得て令和３年１１月１９日に完了致しておりま 

す。 

農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い第２種 

農地と判断しております。 

位置図、写真、配置図は１５頁から１７頁です。３月１９日に・・委員さんと 

譲受人との立会いの下、現地確認を行っております。以上で事務局からの説明を 

終わります。 

議 長  はい、以上の説明ですが、補足説明がございましたらお願いします。 

・・委員 はい。 

議長   はい、・・番 ・・委員。 

・・委員 担当の・・です。 

事務局の説明の通り、令和３年の８月の定例の時に農振除外について、ご承認 

いただいた案件です。本人に確認したところ、敷地内に排水溝及び合併浄化槽を 

設置するということですので、周辺農地には、影響はないと思います。 

皆様方のご審議をよろしくお願いします。 

議 長  はい、以上の補足説明ですが、どなたかご質疑ございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１３号７番は、意見を付し 

て進達いたします。続きまして、議案第１４号「農地中間管理事業における農用 

地利用集積等促進計画(出し手から農地中間管理機構)(案)の要請について」と議 

案第１５号「農地中間管理事業における農用地利用集積等促進計画(農地中間管理 

機構から受け手)(案)の要請について」は、関連がありますので、一括上程したい 

と思います。 

事務局  はい、議案第１４号と議案第１５号は一括して説明させて頂きます。 １８頁を 

お願い致します。 

議案第１４号 「農地中間管理事業における農用地利用集積等促進計画(出し手 



－14－ 
 

から農地中間管理機構)(案)の要請について」農地中間管理事業の推進に関する法 

律第１８条第１１項の規定に基づき、農地中間管理機構に対し、別紙のとおり農 

用地利用集積等促進計画(出し手から農地中間管理機構)を定めるよう要請するこ 

との可否について判断を求めるものです。 

１９頁をご覧ください。令和６年３月農業委員会 農地中間管理事業における 

農用地利用集積等促進計画については、この一覧表のとおりであります。 

また、１８頁をご覧いただきますと長崎県農地中間管理機構として、農地中間 

    管理事業を実施する公益財団法人 長崎県農業振興公社が農地中間管理権を取得 

    する計画が、賃貸借権設定の１０年間の田の新規が２筆で１０，５９６㎡、更新 

    が８筆で７，５２２㎡、賃貸借権設定の合計が１０筆で１８，１１８㎡で、使用 

貸借権の１０年間の畑の新規が２筆で２，９６８㎡であります。 

  続きまして、２０頁をお願い致します。議案第１５号 「農地中間管理事業にお 

    ける農用地利用集積等促進計画(農地中間管理機構から受け手)(案)の要請につい 

て」農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定に基づき、農 

地中間管理機構に対し、別紙のとおり農用地利用集積等促進計画(農地中間管理機 

構から借り手)を定めるよう要請することの判断を求めるものです。 

２１頁の令和６年３月農業委員会 農地中間管理事業における農用地利用集積 

等促進計画については一覧表のとおりでありまして、再度２０頁をご覧いただき 

ますと、計画につきましては、農地中間管理事業を実施する公益財団法人 長崎 

県農業振興公社の要請により、市が公社に提出するもので、集積計画表は、議案 

第１４号で説明致しました通りであります。 

この計画につきましては、全て農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第 

５項に掲げる各要件を満たしております。 

なお、議案第１４号の農用地利用集積等促進計画(出し手から農地中間管理機 

構)の公告と、議案第１５号の農用地利用集積等促進計画(農地中間管理機構から 

受け手)の決定は、同時施行と致します。 

これによりまして、農地中間管理権を得た農地中間管理機構が農用地集積等促 

進計画を定めて、県知事が促進計画を、公告することによりまして、農地中間管 

理機構が借り手に農地を貸し付けるという手続きの流れになります。 

     以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、以上の説明でございますが、これにつきましては、法に則って行います 

    ので皆様方の意見を求めることになります。何かございませんか。【異議なしの声 

あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１４号と議案第１５号は原 

案のとおり決定しその旨回答します。続きまして、議案第１６号「農地利用最適 

化推進委員の解職について」を議題とします。 

事務局  はい、２２頁をお願いします。 

議案１６号「農地最適化推進委員の解嘱について」農地利用最適化推進委員の 

死亡に伴い、解嘱について農業委員会に関する法律第２１条の規定に基づき審議 

する必要がある。 

皆様、ご存じかとは思いますが、令和６年２月２９日に・・・町・・地区担当 
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推進委員である・・・・氏がご逝去されました。 

 法第２１条の「推進委員の解嘱」には、「農業委員会は、推進委員が心身の故障 

のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反し、若しくは 

その職務を怠った場合その他推進委員たるに適しない非行があると認める場合に 

は、これを解嘱することができる」とあります。 

 つきましては、同氏の２月２９日付の解嘱について同意を求めるものでありま 

が、今回の場合は、死亡なのでやむを得ないと考えております。 

 今後の委員補充については、次の議案１７条も同様の案件ですのでその中で説 

明します。 

議 長  はい、ただいま事務局から説明がありましたが、どなたかご質疑ございません 

か。【異議なしの声あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１６号は 

決定します。続きまして、議案第１７号「農地利用最適化推進委員の解職につい 

て」を議題とします。 

事務局  はい、２３頁をお願いします。 

議案１７号「農地利用最適化推進委員の解嘱について」農地利用最適化推進委 

員の解嘱について、農業委員会に関する法律第２１条の規定に基づき審議する必 

要がある。法第２１条は先ほど説明としたとおりです。 

本議案は、・・町・・・地区担当推進委員の・・委員より、令和６年３月３１ 

日付で辞任願が提出されました。 

辞任の理由は、持病が重症化し、農地利用最適化推進委員の業務遂行が困難に 

なったためということであります。 

よって、辞任願に伴う解嘱について、農業委員会の同意を求めるものでござい 

    ます。 

 同意をいただいた後のスケジュールですが、「壱岐市農業委員会の農地利用最適 

化推進委員の選任に関する規則」第１０条の推進委員の補充に「農業委員会は、 

推進委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に 

定める手続きに基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない」となって 

おりますので、任期も２年程残っていますので本規則に基づき、この２地区につ 

いて欠員補充をしたいと考えております。お手元の資料の「スケジュールについ 

て」をお願いします。本日の定例会において解嘱について同意いただきましたら、 

明日２６日から４月２３日にかけて、概ね４週間、市ホームページ掲載による公 

募を行います。公募期間終了後に４月の定例会に上程し、選任について審議をお 

願いしたいと思います。そして、承認いただきましたら令和６年５月１日付で委 

嘱状を交付したいと思います。 

以上で事務局からの説明を終わります。 

議 長  はい、ただいま事務局から説明がありましたが、どなたかご質疑ございません 

か。【異議なしの声あり】それでは、ご異議がないようですので、議案第１７号は 

決定します。続きまして、その他の件をお願いします。 

事務局  事務局からのその他の件ですが、先ほどの委員補充と解嘱と委嘱の件について、 

去年の３月の定例会において皆様市長から委嘱された後に第１号議案で最適化推 
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進委員の選任という議案で３９名の議案をあげたわけですね。３月２日に。同じ 

ように辞める時も選任する時も定例会に諮らなければならないと例規に書いてあ 

るので、皆様に諮ることになります。公募とか立候補とか皆さんがなられた時と 

一緒でその手続きを踏まなければならないということを書いてありますので宜し 

くお願いします。 

・・委員 委嘱状交付は、５月１日になっていますが、残りの任期は、８年の２月２８日 

までですか。残任期間ということでよろしいですか。 

事務局  はい。その後は、また新たにですね、７年の夏頃皆さんと一緒に改選となりま 

す。 

① ４月の定例会の日程 → 令和６年４月２５日(木)午前９時～ 

② 令和６年４月１日付人事異動について 

事務局３人ついては、異動はありません。これからも宜しくお願いします。パー 

トタイム職員の・・さんが３月３１日をもって退職となります。退職の挨拶をお 

願いします。 

・・氏  おはようございます。委員さん方も今年度代わられて、顔と名前が一致しない 

    人もおられて大変失礼しました。農業委員会には、１０年座っておりました。長 

く座っておりました。これからも皆様方のご活躍を祈っております。３月で退職 

いたします。ありがとうございました。【ありがとうございました】 

③ 令和５年度利用状況調査等最終結果等について 

事務局  令和５年度利用状況調査等最終結果について、調査対象農地ということで田畑 

    計で４２，１３４筆ありまして３７，７８６，６４４㎡の農地の調査を行ってお 

    ります。下の段が調査結果となりまして、数字の１から３があって１が一番軽い 

    荒れ方、２がその次で、３が山になっているというところで載せております。１ 

    が２２２６筆で１，５３３，３９３㎡の１号遊休農地 a、２が２，３５０筆で 

１，６９５，９２７㎡の１号遊休農地 b、３が１５３筆で１２３，８３８㎡の b 

分類ということになっております。後は農地とか樹園地、保全管理です。その 
他は調査ができなかったり、筆界未定地や違反転用により調査から外れた農地と 
なっており分類をそういう分け方にしております。次の非農地通知は、１５３筆、 
１２３，８３８㎡としております。１月の定例会の時は、１６０筆で１２９，３ 
７３㎡ということで提案しておりました。発送した後に回答があった分で７筆、 
５，５３５㎡を農地に戻ることにしております。次の意向調査は、利用状況調査 
の１と２のところの荒れている農地について、今後どうするのかという調査、こ 
れは、毎年調査しなければならないことになっております。そのなかで１筆が１， 
０００㎡以上のところが対象で出しております。対象が６８６筆、１，０５５， 
８９７㎡を対象に発送しております。このなかには貸付があったりして、貸し借 

り入っているので農地に戻す形となっております。６８６筆発送しているのです 

が、回答欄の①が中間管理機構を希望する、②が自分で借りる人を探すとか売る 

相手を探す、③が自分で探す、④が耕作できないとか、農地の条件が悪いとかが 

その他です。宛名不明は、島外者とか発送するが返ってくるもの、届出している 

ところと違って返ってきたところとなっています。未発送は所有者が死亡してい 
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る尚且つ相続者がこちらにいないとかになります。差し引いて未回答者となりま 

す。利用状況調査の非農地判断は、発送した後に現場が間違っていたりして、所 

有者から苦情があり、調査についてはこういうものですと書いており、耕作して 

たら、回答してくださいと文書に書いているのですが、そういうふうに言われる 

方がいらっしゃいました。また、来年度の説明会の時に詳しく説明したいと思い 

ます。 
 次のページをお願いします。昨年の４月に最適化活動の目標を決めるというこ 

とで定例会の後で説明したと思います。これに対する今年度の実績はどうただっ 

たのかということです。最初につけている農水省の局長通知には、目標を設定と 

して農業委員会の目標と活動される推進委員等の地区ごとの目標をたてて、その 

後に活動して記録をとる、記録がでたのを積み上げていって本日行っている農業 

委員会で１年の活動に対しての点検と評価をすることになります。この後、次年 

度の目標まで決めて、ホームページの方で公表をすることになります。  

 次のページの令和５年度の成果目標及び実績ですが、アの農地の集積は、目標 

を１７．９ｈａ、実績は２３．５ｈａでした。これは、集積を貸し借りだけでは 

なくて、担い手に集積するということで貸し借りと所有権移転であり、担い手と 

いうのは、認定農業者、認定新規就農者、基本構想到達者などの国が定める担い 

手を積み上げるようになっています。今年度の異動や新規で異動があった分が２ 

３．５ｈａということになります。次に遊休農地の解消とは緑区分、令和３年度 

利用状況調査で判明した１号遊休農地のａとなりますが、それが８８．２ｈａあ 

りまして、これを５年間で解消させるということで、５で割ってその目標が年間 

１７．６ｈａとなりまして、その実績が９．１３ｈａとなっております。そして、 

黄色部分は１号遊休農地 b。あれが少し酷くなったもので、これが１５８．４ｈ 

ａありまして、これを今後基盤整備とかを入れて解消していくということで協議 

し進めていく計画があったかどうかということになります。ただ今年はなかった 

ので０となります。 

 次の新規発生遊休農地の解消ということで、前年度新たに発生した緑区分を全 

て解消することを目標とするということで、令和４年の利用状況調査で新たに発 

生した１号遊休農地が６２．４ｈａありまして農地に戻った実績が１２．４ｈａ 

であります。 

 新規参入の促進ということで、新規参入者に対する貸付等を行うことの同意を 

得た農地面積が目標となります。１５．２ｈａありまして、これは地域計画の意 

向調査の裏面の一番右のところの新規参入に貸し付けてよいかのところの積み上 

げとなっています。まだ集計が上がっておりませんが来月の当初ぐらいには集計 

を出したいと思います。 

次に担当区域ごとの目標の設定ということで、アの集積は委員一人あたり３０ 

    ａ、遊休農地の解消も３０ａ、新規参入の貸付の促進ということで２６ａ目標を 

    立てております。結果につきましては令和５年度最適化活動実績、委員ごとの 

    地区の農地面積、集積面積、令和４年度の集積から５年度の計画ということで出 

しております。減になっているものは、貸し借りが入っていて耕作者の条件が悪 
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いとか、作らなくなったりとか、島外の所有者と連絡がつかず貸し借りが、更新 

出来なかったとかいうのがあったり、認定農業者を辞めたり、担い手から外れた 

とかいうのでマイナスになっていきますが、プラスのところは、新規で認定農業 

者等が借りられたとかいうことで増えております。例えば・・委員のところは、 

令和５年度の実績、集積面積が増えています。ここは、法人が新たに農地を借り 

たり、地域計画の中で集積するということで、５年中に貸し借りの契約が結ばれ 

た分であります。遊休農地の解消も同じように令和３年度から５年度の解消面積 

を載せております。次の遊休農地には、調査表の１と２の合計となっています。 

１のところ令和４年が１３０.５２ｈａありまして、令和５年の実績が１５３．３ 

ｈａということで２２．７８ｈａ遊休農地が増えていることになります。同じく 

２のところ令和４年が１５８．２６ｈａ、令和５年が１６９．６１ｈａで１１． 

３５ｈａの増であります。５年の実績で解消しているが、荒れていく農地が多い 

のが現状となっております。ここは、山間部にある狭い農地とか、一反未満の農 

地とか、機械が入らないところとか、そこまでの農地が荒れていたり、仕方なく 

耕作を止めているところが多くなっています。新規参入については、集計ができ 

ていないので、後日ということで。次に活動日数は、月１０日でお願いをしてい 

ました。平均値は、年間の分を出しております。この実績で活動記録簿の追加報 

酬の方を２８日か２９日に振り込むように伝票処理をしております。振込明細は 

送付させていただきます。 

 次に令和６年度の成果目標は、基本的には令和５年度の目標と一緒です。変わ 

ったところが b の新規発生遊休農地の解消が６２．４ｈａが、令和５年度に新た 

に発生した面積が５６．９ｈａとなったので、解消を進めていきたいと考えてお 

ります。各担当の区域ごとの目標設定につきましては、昨年と同じ数字で設定さ 

せていただいております。 

 次に活動目標について、日々の活動になりますが、これも昨年と一緒で１０日 

以上ということになります。農地の見守り活動について通勤や農作業で通った折 

に１０分でも３０分でも構わないのでご記入願います。戸別訪問につきましては、 

農地集積の推進、貸し借りの相談とか、荒れているところでしたら遊休農地の解 

消、今後どうしたらいいのかというところでご協力いただいたらと思います。ま 

た、現地活動とかで相談や困ったことがあったら、事務局に連絡していただけれ 

ば、これらも活動になりますので毎日継続的につけていただき、月１０日になる 

よう活動していただいたらと思います。また強化月間とか細かいところは、また 

計画していきたいと思います。概略としては、昨年同様活動は１０日という形で 

すすめたいと思います。活動記録簿ですが、冊子は昨年と同様のものを使ってい 

ただきたいて、紙の方を３ヶ月分、４月から６月分を入れております。記入例が 

入っておりますが、昨年同様でパトロールした時や他の委員さんと相談や話をし 

た時の記入とか、戸別訪問で農家と話をしたとか今後の意向とか載せております。 

記入例の二枚目、最適化活動に該当しないところ、今日の定例会とか、議案の現 

場を見に行ったとか、定例会に出席したとかは１－１と言って法的な活動になる 

農業委員としての法的な活動になるので、報酬の対象にはならない。同じく年金 
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の加入推進、農業新聞の購読の推進は最適化活動に該当しないところです。これ 

だけ書かれたら対象にならない。最適化推進委員には多いが、地区の保全組織に 

入っていて、保全活動をした場合これは構成員としての話になります。その中で 

農業委員として遊休農地解消の話とか農地転用とか所有者不明、相続の話をした 

場合は、その時間は最適化活動となります。農業委員最適化推進委員として、活 

動をしたということであればですね。時間が２０分、３０分となると思いますが。 

最適化の活動をしていると思うが同じ日に５件回ったとか書いてありますが、こ 

れのカウント１日にしかならない。同じ日に回ったかもしれませんが、５日間連 

続で回ったとか、１件ずつ回ったとかという書き方をしてもらえばいいと思いま 

す。１年やっていただいて気になったところが以上であります。定例会に来て、 

もらった時に事務所によって話したとかもいいし、そこで書いてもらえばいいと 

思います。農業委員さんには今回説明しますが、６年度の計画を立てて、同じよ 

うに最適化推進委員にも４月の１０日前後に２か所、郷ノ浦、勝本、芦辺、石田 

セットで実績と翌年度の計画と活動記録簿の配付と６年度も最初から説明してい 

って有効に活動していければと思います。今日農業委員さんには、説明したから 

いいですかね。最適化活動の話し合いというのは、４月の定例会の時にしたいと 

思いますので。 

豊永委員 活動記録簿に定例会を書くようになっているのですね。 

事務局  書くでもいいし、書かないのでもいいですよ。皆さん書いてこられるので増や 

したところです。前までは、入れてなかったと思います。定例会行く途中で見回 

りしたとかという書き方でいいです。後、新聞の購読とか年金がありますが、年 

金は専用の活動記録簿を出してもらいますが、これに書いてもらってもらったら 

２回と書いてもらわなくていいですよ。また、６月、７月に年金と新聞の推進計 

画など新年度が始まってから皆様にお願いするわけになるのですけど、その報告 

を別で書いてもらうよりは、活動記録簿のなかでかいてもらう方がいいと思いま 

す。 

・・委員 年金のリストをいただきましたが、年金の大事さとか農業委員になって初めて、 

分かったので、知って活動していって広がっていくと思います。また農業新聞の 

中にも年金のことが載っておりますが、実際、農業者年金の理解をしてなかった 

ことが現実なんですよ。他の人に進めるということも大事なことですね。新聞購 

読も活動記録簿の中に入れて、相手に理解してもらって購読してもらうことも大 

事だと思います。なってみて初めて分かる部分もあるし、相手に進めるなら理解 

していただいて、対応していただくことが大事と思っております。 

事務局  年金と新聞については、来月、県の方で壱岐市の目標数値が、会長・事務局長 

    会議で決まるのですよ。壱岐市で年金何人、購読何部とかが決まってから推進の 

    勧誘方法の説明をしたいと思います。また定例会で皆様に提案します。 

議 長  他に皆様方から何かありませんか。 

・・委員 農地に住宅を建てる場合、地形によっては隅っこに農地が残る場合があります。 

    農地として残さないといけないのですか。現場まわっていたらよくあります。 

議 長  完全に５００㎡ということで、分けられないところもあります。 
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・・委員 トラクターも入らないし、建てた人が野菜を植えるかするしかない。 

事務局  今の案件ですが、だいたい農振に入っているところが多く、これが通らないと 

    許可がおりないわけですよ。やり方としては、農地法で最大５００㎡以内という 

のがあるのですが、農地の地形よりきりなんです。例えば横が高い土地とか、下 

が低いとかした場合は、２から３ｍ引いて宅地の計算をします。法面を引いてか 

らやるのですが。それをやってもいくらか残ります。農地以外にはできないので、 

残ったところの農地を買って野菜を作るとか。借りるか所有者を移転するか、家 

の横ですから１枚なら申請上は宅地で農地法の申請をした後に分筆してからとい 

うことになる。法改正があったから、５反なくても所有権移転ができるので割と 

今年は、こういうのが多くなっています。家建てた残りを。３条で取得して、耕 

作はしなければならない。ちゃんと作るか、機械を持っているか、現地確認をし 

ているわけです。 

議 長  確かに、例えば２反あるうちに５００㎡が宅地になるのであれば分かるのです 

が、残った面積が一畝の場合の取り扱いは、今でしたら０で買えるわけですから 

それしかないと思います。 

事務局  それかそこを止めて違うところでやるか。５００㎡超えたら理由を求められる 

    ので。 

議 長  法面入れたら７畝になるが有効面積は、５畝になるケースもあるが、残ったら 

    どうしようもない。 

事務局  今日の５条の寺田さん、登記面積が７８０㎡、住宅が５００㎡、残りの２８０ 

㎡が法若しくは進入路として承認をもらうことになります。 

・・委員 畑地化で田がもしできなくなったら、益々荒れてくる。転作金もなければ。増 

しては畜産農家も減っているので。 

議 長  これは、農林省が考えた転作奨励金を減らすための一部でしょう。将来的には、 

単価も落としてくるでしょうね。 

事務局  細目書の地番の突合をしているが、その元の用紙は、地域計画の意向調査の様 

式を使っております。地域計画は一筆、一筆誰が作っているのか把握して１０年 

後どうするのかを出さなければならない。細目書も地番があってないので、合わ 

せる必要がある。細目書に登記とあっている、あってない〇、×を入れたかった 

が、様式が決まっているので無理でしたので、農林課担当と話して私が作りまし 

た。皆さんに回っていただいて、また、出すのかと言われる方がいるとは思いま 

すが、あれは、そもそも細目書の地番があってないので、それを合わせるための 

ツールなのですよ。あれも国費なのでそもそも地番があってないということは、 

おかしい話であります。多分今出たら遡って返還となると思うのですよ。今のう 

ちしてた方が良いという事で作ったわけです。これは本人にしかわからないので。 

同じような調査でありつつ、細目書の地番がわからないので出てきたわけです。 

そこは、二重なるかもしれませんがそういう話をしていただけたらと思います。 

議 長  他に皆さん方から何かありましたら。ございませんでしょうか。それでは、皆 

    さん方から意見もないようでございますので、本日の総会の日程を終了させて頂 

    きたいと思いますが、よろしいでしょうか。【はいの声あり】大変お疲れ様でした。 


